






対象年齢 60歳以上　自立・要支援・要介護
（または60歳未満でも介護認定を受けている方）

ご家族・親戚の方の中から
連帯保証人を１名様以上、
身元引受人を１名様以上が必要です。

保　証　人
身元引受人

○連帯保証人を立てられない方は「家賃保証会社」の利用が可能です。
○身元引受人を立てられない方は「任意後見制度」をお奨めしています。 

入　居　条　件

トイレ
収納

ベンチ
設備仕様は異なる場合がございます。


